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件 名 
令和６年４月１日付組織・定員について 

  区分  １審議事項 ○ ２報告事項 

関 

係 

事 

項 

 条例 

 規則 
 東大和市組織条例、東大和市組織規則 

 部課 

 機関 
 総務部職員課、関係各課 

１ 要 旨 

令和６年４月１日付組織・定員を決定したことから報告するものである。 

（１）組織改正の目的  

「未来につながる市政」を目指し、政策の更なる推進を図るため、政策推進部門を中心に組織の

リノベーションを行う。 

（２）令和６年４月１日付組織 

 ① 政策課題や市長の特命事項を推進するため、企画財政部を政策経営部に改めるとともに担当課

長の見直しを図り、新たに３人の担当課長を設置する。 

・政策推進担当課長（産学民連携、起業スタートアップなどを推進） 

・しごと改革等推進担当課長（人事マネジメントなどを推進） 

・ＤＸ等推進担当課長（ＤＸ推進、行政改革などを推進）  

② 公共施設の再編やＰＦＩなどの民間活力の導入を推進するため、公共施設等マネジメント課 

を再編し、公共施設再編課を設置する。 

  ③ 広報、ブランドプロモーションを一体的かつ効果的に推進するため、秘書広報課と企画政策課 

の一部を再編し、広報プロモーション課を設置する。 

  ④ 技術系職員の集約を図り、道路や公園など都市基盤の効果的・効率的な整備・維持管理を行う 

ため、土木公園課と道路交通課を統合し、都市基盤課を設置する。 

（３）令和６年４月１日付定員 

 ① 総定員 ４６６人 

※企業版ふるさと納税（人材派遣型）による配置１人を含む。 

※第６次行政改革大綱における定員管理の令和６年度目標値は４６８人である。 

   ② 定員の主な変更点 

上記（２）の組織改正に併せて定員の最適化を図り、令和５年４月１日付定員から３人減とした。 

※職層別増減：部長増減なし、課長増減なし、係長２人増、主事５人減 

（４）影響及び効果 

今回の改正により、「組織・人・仕事」を相互に関連付けながら課題解決に挑むマネジメント体

制の強化が図られる。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

令和５年５月下旬～７月上旬 組織・定員等に関する全課調査及びヒアリング実施 

令和５年７月中旬～１２月中旬 各部・課との調整等 

令和５年１１月３０日 東大和市組織条例の一部改正の議決 

令和５年１２月１３日 令和６年４月１日付組織・定員について決定（市長決裁） 

 ３．留意事項（問題点等） 

 

  

 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

令和６年４月１日付の組織改正に向け、各部において、当初予算への反映、例規改正等の 

事務を進める。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


